
水道の広域化と運営基盤強化

わが国の水道事業は、市町村経営を原則としてきた経緯も

あり、2021年度は1,317の水道事業（経営主体）のうち全体の

約90%が市町村（指定都市含む）による経営です。

合計市町村営企業団営都道府県営
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出典：総務省「地方公営企業年鑑」

【公営企業の経営に当たっての留意事項について】

2014年8月29日付総務省通知を加工して作成

※通知文では「地方中枢拠点都市圏」であるが、省庁により地域圏の

概念の呼称が異なっていたため、2014年12月の閣議決定で「連携

中枢都市圏」に統一した。

【水道広域化推進プランの策定】

また、総務省は、厚生労働省とともに2019年1月に、水道事

業の持続的な経営を確保していくためには中長期の経営見通

しに基づく経営基盤の強化を進める必要があるとして、「『水道

広域化推進プラン』の策定について」とする通知を発出しました。

策定は2022年度（令和4年度）末とされましたが、2023年5月

時点で47都道府県（一部策定中）のプランが策定されました。

当社は19府県（協力企業としての関与含む）のプラン策定に関

わりました。

【財政支援】

厚生労働省では、「生活基盤施設耐震化等交付金」として、

水道事業運営基盤強化推進等事業（水道事業の広域化に関

する事業）が交付金の対象となっています。

また、広域化に係る地方財政措置も拡充されています。

高度経済成長期は、都市化の進展による水需要の増加へ

の対応のため、主として水源確保を目的とした広域化を進めて

きましたが、現在は、水需要の減少による料金収入の減少や

職員の高齢化に伴う技術の確保と継承が大きな課題となって

おり、水道事業の経営基盤や技術基盤の強化を図るための水

道の広域化が期待されています。

厚生労働省の新水道ビジョンでは、連携形態にとらわれな

い多様な形態の広域連携を目指し、関係者による段階的な検

討・連携を掲げています。

【水道法改正】

厚生労働省は、水道事業の基盤強化に関して、水道事業基

盤強化方策検討会での検討、厚生科学審議会（水道事業の維

持・向上に関する専門委員会）での議論を経て、2016年11月に

「国民生活を支える水道事業の基盤強化等に向けて講ずべき

施策について」とする報告書を示しました。

これを踏まえ、2018年12月に水道法が改正され、これまでの

広域的水道整備計画に代わり、都道府県はその対象となる区

域を定め「水道基盤強化計画」を策定することができるようにな

りました。さらに、都道府県は、市町村の区域を越えた広域的

な水道事業者等の連携推進に関し必要な協議を行うため、当

該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会

を組織することが可能となりました。

このように、改正された水道法では施設や経営の効率化・基

盤強化を図る広域連携の推進方策が強化され、それにより料

金収入の安定化やサービス水準等の格差是正、人材・資金・

施設の経営資源の効率的な活用、災害・事故等の緊急時対応

力強化等の大きな効果が期待されます。

総務省も公営企業の効率化・経営健全化の取組みとして、

広域化を推進しています。

公営企業における経営基盤の強化、経営効率化の推進、

地域住民に対するサービス水準の向上等を図る観点から、

地域の実情に応じ、事業の広域化や統合等の推進につい

て取り組むこと。

具体的には、企業団、一部事務組合等の設置、事務の

委託等による共同処理方式等の手法の導入について積

極的に検討するほか、「連携中枢都市圏※」をはじめ、「連

携協約」に基づく地方公共団体間の連携や、「定住自立

圏」等の広域連携手法の活用等、近隣の事業主体との間

で機能の重複・競合を避け、相互に適切な機能分担が図

られる形での連携強化の推進について検討すること。

表1 2021年度の水道事業の事業数

水道の広域化

広域化による基盤強化に向けたご提案



広域化のメリットと形態

水道事業の広域化は、地域全体でみると、ヒト、モノ、カネの

3つの観点で以下のメリットがあります。

広域化（経営統合）推進のポイント

広域化（経営統合）推進のポイントは次の点と考えます。

 構想から事業統合に長期間を要する

 丁寧な議論による合意形成が必要

 効率性より持続性の視点が重要

例えば、ある地域では以下のとおり、構想から事業統合まで

5年以上要しており、関係市町村間の調整、首長・議会レベル

での調整、実務レベルの調整等、様々な検討・協議の積み重

ねが必要です。

当社の広域化関連業務実績

（19の府県における水道広域化推進プランの策定委託を受注）

• 九十九里地域末端給水事業体統合形態別基本計画（素案）策定業務委託（山武郡市広域水道企業団、2021年度受注）

• 印旛地域末端給水事業統合広域化検討業務委託（印旛郡市広域市町村圏事務組合、2019年度受注）

• 福井県水道経営基盤強化支援業務（福井県、2020～2023年の各年度受注）

• 水道事業及び水道用水供給事業の統合に係る検討委託（大阪広域水道企業団、2022年度受注）

• 大阪府水道基盤強化計画の策定に係る調査業務（大阪府、2022年度受注）

• 水道広域連携市町サポート業務委託（広島県企業局、2020年度受注）

• 高知県水道広域支援組織検討委託業務（高知県、2022年度受注）

メリット

事務の共同処理による組織のスりム化
専門的な知識をもつ職員の確保

ヒト
（人材）

施設規模の拡大によるスケールメリット
施設の統廃合による、二重投資の回避
弾力的な水運用による危機管理能力の向上

モノ
（施設）

経営規模の拡大による資金の弾力的な運用
地域全体における費用の縮減
国の交付金・交付税等の活用

カネ
（資金）

広域化・広域連携のメリットを享受するために様々な形態が

あります（表3）。

1年目 ：事業統合の構想（効果、ロードマップ）
2年目 ：広域検討研究会設置、統合協定準備（議

会説明等）
3年目 ：事業統合協議会設置、統合協定書締結
4～5年目 ：企業団（経営主体）設立準備室の設置、

法的手続き、認可申請、規約・条例素案、
部門別WG設置

6年目 ：企業団（経営主体）設立、統合水道事業
開始

出典：厚生労働省「令和4年度全国水道関係担当者会議資料」

表2 水道の広域化のメリット

表3 広域連携の形態
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